
本校を卒業した皆様 

2024 年 5 月 15 日 

大和高等学校進路部     

予約奨学金担当 水鳥、岩崎 

 

日本学生支援機構の大学等予約奨学金について 
 

 

＜奨学金の種類と概要＞ 

（１）給付奨学金 … 返還不要 

学力基準 … 申込時点で次の①又は②のいずれかに該当すること 

① 高等学校における全履修科目の評定平均値が、５段階で 3.5以上であること。 

② 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意

欲を有すること。 

 

家計基準の中の収入基準 … 少なくとも次の【第Ⅲ区分】に該当すること 

※１ 2023年（1～12月）の収入に基づく 2024年度住民税情報により算出された支給額算定基準額 

支給額算定基準額 ＝ 課税標準額 ×６％ ―（市町村民税調整控除額＋市町村民税調整額） 

 

（２）貸与奨学金 第一種奨学金 … 返還が必要。利子なし。 

 学力基準 … 高等学校における申込時までの全履修科目の評定平均値が、５段階評価で 3.5以上 

 家計基準 … 生計維持者の貸与額算定基準額が 189,400円以下であること。 

 

（３）貸与奨学金 第二種奨学金 … 返還が必要。利子あり（教育ローンより利率は低い）。 

 学力基準 … 高等学校における申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上である等。 

 家計基準 … 生計維持者の貸与額算定基準額が 381,500円以下であること。 

 

（４）貸与奨学金 入学時特別増額貸与奨学金 … 返還が必要。利子あり。 

  第一種・第二種いずれかの貸与を受ける生徒が、最初の月に 10～50 万円程度増額して借りるこ

とができる。 

※国の教育ローンを受けられない人のための制度です。 

※労働金庫が実施する「入学時必要資金融資」を利用する場合、入学時特別増額貸与奨学金につ

いて申込時に選択した額が、労働金庫からの融資の上限となります。 

 

 

＜注意事項＞ 

・既卒生は、卒業後 2 年以内であれば高校を通じて申し込むことができます。（58，59 期生） 

・今年度は今回限りの募集です。 

 本奨学金は進学後も在学採用として申し込むことができますが、その場合は初回の振込が 6～

7 月以降になります。予約採用の場合、初回の振り込みは 4～5 月頃が予定されています。 

※いずれにしても入学金等、今年度内に振り込む費用には充てられません。 

・2018 年度からマイナンバー確認書類の提出が義務付けられています。詳細は配付される資料を

確認してください。なお、マイナンバー確認書類提出に関する問い合わせは学校では受けられ

ません。下記の専用コールセンターに問い合わせてください。 

・家計基準は目安であり、実際は家族構成などを考慮して審査されます。 

日本学生支援機構による「進学資金シミュレーター」にてご確認下さい。 

※右記二次元コード(https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/)」 

 

＜本校のスケジュール＞ 

【資料配付】 ５月下旬～７月上旬の中で要相談 

進路部・奨学金担当・水鳥まで電話してください。（平日、9:00～17:00） 

日程を調整し、直接説明・資料配付をします。 

【スカラネット入力】 締切：７月 12日（金） 

送信内容をプリントアウトし、申込書類と一緒に提出してください。 

ID、パスワード等は書類配付時にお伝えします。 

【申し込み書類の学校への提出】 締切：７月 19日（金） 

・提出は水鳥へ直接手渡しでお願いします。 

・不備等により提出し直しとなる場合があります。 

  【日本学生支援機構へマイナンバー発送】締切：スカラネット入力から 1 週間以内 

各自で「マイナンバー提出書（水色の封筒）」の書類の指示に従い、郵便局の窓口から、簡易書

留で郵送してください。 

 

問合せ先 

進路部（予約奨学金担当）水鳥・岩崎 

1 学年直通 046-274-1423                                                                                                                                                                                                                                    

 

マイナンバー提出に関する専用コールセンター 

0570-001-320 

※平日 9:00～18:00 

日本学生支援機構相談センター 

0570-666-301 

※平日 9:00～20:00 

※通話料がかかります。 

支援区分 収入基準（※１） 

第Ⅰ区分 
生徒本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること。 

具体的には、生徒本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円未満。 

第Ⅱ区分 生徒本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600円未満。 

第Ⅲ区分 生徒本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未満。 

第Ⅳ区分 生徒本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 51,300円以上 154,500円未満。 


